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別紙のとおり核兵器のない世界の実現に向けて一層の取組み推進を求める意見書

を提出するものとする。 
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核兵器のない世界の実現に向けて一層の取組み推進を求める意見書（案） 

 

２０２１年１月２２日に発効した核兵器禁止条約への署名国は８６か国、批准国は

６６か国に上り、本年６月には締約国会議が開催された。 

我が国は、唯一の戦争被爆国として広島・長崎の惨禍を経験しており、静岡県でも

ビキニ環礁での水爆実験による焼津の第五福竜丸の悲劇があった。国内では今なお多

くの人々が被爆の後遺症に苦しみ、核兵器のない平和な世界への願いは強く、我が国

は二度と核兵器が使用されることのないよう世界を牽引していく責務がある。 

岸田首相は、昨年１０月に「唯一の戦争被爆国日本として、核兵器国を動かして現

実を変えていく努力をする責務があると信じている」と発言し、本年３月には核兵器

禁止条約について「核兵器のない世界への出口とも言える重要な条約である」と指摘

している。 

また、本年８月に行われた核兵器不拡散条約（ＮＰＴ）の運用検討会議において、

我が国の首相として初めて演説を行ったことは、大変重要な出来事である。 

本年２月からのロシアによるウクライナへの侵攻において、ロシアが核兵器を使う

威嚇、脅しをかけるなど現実の安全保障環境は極めて厳しい方向に向かおうとしてい

る。 

世界は広島と長崎の惨禍を忘れてはならず、国においては核兵器保有国と非保有国

の橋渡しを具体的に進め、今こそ「核兵器のない世界」の実現にむけ、以下の取組み

を進めることを強く要望する。 

記 

 
１ 日本国政府は、核兵器禁止条約の早期批准に向けて努力し、核保有国に対し

ＮＰＴ第６条に基づく合意を実行するよう要請すること。 

２ 締約国会議に日本国政府としてオブザーバー参加するとともに締約国会議へ

の協力を進めること。 

３ 国際賢人会議（核兵器のない世界に向けた国際賢人会議）や明年のＧ７広島

サミットなど、今後開催が予定されている様々な国際会議において、核兵器廃

絶、核の先制不使用、核軍縮の取組みについて合意形成の努力を怠らないこと。 

４ 今後ＮＰＴ運用検討会議が開催される際には、国際賢人会議やＮＰＤＩ（軍

縮・不拡散イニシアティブ）の成果を反映するなど、共通基盤の形成に貢献す

ること。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

令和４年９月３０日 

 

三 島 市 議 会       

 

内 閣 総 理 大 臣 様 

外 務 大 臣 様 


